
保育・教育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。

１　事業者の運営主体

　社会福祉法人　さとり

　神奈川県大和市南林間七丁目２１－２６

　電話０４６－２７８－２６６２　　　　ＦＡＸ０４６－２７８－２６６１

　岩堀　美子

　・保育所の運営　　　　・一時保育事業の運営

２　施設の概要

　保育所

　ナーサリースクールＴ＆Ｙこもれびの森

　神奈川県相模原市南区西大沼三丁目５－８

　電話　０４２－７０２－９８８５　　　　ＦＡＸ　０４２－７０２－９８９９

　重田　伸子

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

6人 12人 18人 18人 18人 18人

　通常保育、一時保育、延長保育

保育理念）

保育方針）

定 款 の 目 的 に 定 め た 事 業

ナーサリースクールＴ＆Ｙこもれびの森　重要事項説明書

事 業 者 の 名 称

事 業 者 の 住 所

事 業 者 の 電 話 番 号 ・ Ｆ Ａ Ｘ

代 表 者 氏 名

種 別

名 称

所 在 地

電 話 番 号 ・ Ｆ Ａ Ｘ

施 設 長 氏 名

保 育 目 標
・自分で考え、行動できる子。
・自分も友達も大切にできる子。
・自然の中で遊べる子。

　平成２７年２月１日

利 用 定 員 （ 年 齢 別 ）

取 扱 う 保 育 事 業

提 供 す る 保 育 ・ 教 育 の 内 容
児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、
保育所保育指針及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な
保育・教育を提供します。

保 育 理 念 な ら び に 保 育 方 針

・子どもの人権を尊重します。
・子どもの生きる力の基礎を育てます。
・地域の自然を生かし探究心、想像力を養います。

子ども一人ひとりを大切にし、保護者との一体感を持ち、地域との
交流を深め、愛される保育園を目指します。

開 設 年 月 日



３　職員体制

０歳児 2人 １歳児 2人 ２歳児 3人

３歳児 2人 ４歳児 1人 ５歳児 1人

　０歳児　園児３人につき保育士１人以上　　１、２歳児　園児６人につき保育士１人以上

３歳児　園児２０人につき保育士１人以上  ４、５歳児　園児３０人につき保育士１人以上

４　施設・設備の概要

部 屋 種 室数 面積 室数 面積

乳 児 室 1室 ６．３２㎡

ほ ふ く 室 2室 ３２．９０㎡

保 育 室 3室 １６１．７３㎡ 1室 ４．１１㎡

遊 戯 室 1室 ４２．２５㎡ 1室 ９．８８㎡

調 理 室 1室 ２０．１０㎡

調 乳 室 1室 ２．３５㎡

５　保育・教育を提供する時間

（１）　開所時間

午前０７時００分から午後０６時００分まで

午前０７時００分から午後０６時００分まで

午前０７時００分から午後０６時００分まで

午前０７時００分から午後０６時００分まで

午後０６時００分から午後０７時００分まで（土曜日はありません）

電 話 番 号 ０４２－７８６－０２８１ ０４２－７４１－８７３５

高田歯科クリニック医 療 機 関 の 名 称 どんぐりこどもクリニック

医 師 名 花岡　健太朗 髙田　覚

所 在 地
相模原市南区大野台６－１９－
１２　大野台クリニックビル１F

相模原市南区東大沼２－２９－
８　ハイツ高田１F

　　本園では、相模原市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例で定める配置基準以上
で、かつ相模原市が保育を実施するうえで望ましいとされている配置基準をしたまわらない人数で、
以下の職責員を配置する。なお、員数は入所人数により変動することがあります。

園 長 １人

保 育 士

保育士に関しては、上記人数を基本と
し、在園児童数に対して右記の割合以上
の員数を配置する。

主 任 保 育 士 1人

幼 児 用 ト イ レ

医 務 室

＜嘱託内科医＞ ＜嘱託歯科医＞連 携 医 療 機 関

敷 地 面 積 ６３９．３３㎡

屋 外 遊 戯 場 （ 園 庭 ） 屋外遊戯場　　３２０．３０㎡（地上：７８．８０　屋上：２４１，５０）

園 舎

月 曜 日 か ら 金 曜 日

土 曜 日

事 務 室

ラ ン チ ル ー ム
1室 ６４．８０㎡

一 時 保 育 室

構 造
鉄筋コンクリート造２階建て

延床面積　６３３．８７㎡

施設 設備 の数
と 面 積

部 屋 種

1室 ６０．１２㎡
沐 浴 室

（２）　保育標準時間認定に関する最大保育時間（１１時間）
（基本的に保育を実施する時間は保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間内とする。）

月 曜 日 か ら 金 曜 日 の 保 育 時 間
（ １ １ 時 間 ）

土 曜 日 の 保 育 時 間 （ １ １ 時 間 ）

延 長 保 育 時 間



午前０８時３０分から午後０４時３０分まで

午前０８時３０分から午後０４時３０分まで

朝：午前０７時００分から午前０８時３０分まで

夕：午後０４時３０分から午後０７時００分まで（土曜日はありません）

６　利用料金ならびに支払い方法

　その他は別紙をご参照ください。（すべて自由購入）

※費用の種類の細目について、保育において提供する便宜および支払いを求める理由を保護者に説明し
同意を得たうえで負担を求める事が出来る。

利 用 料 （ 利 用 者 負 担 ）

　　　標準時間認定延長保育料
●前月申請に限り月額料金、
月内での回数から月額への変更
不可

延長保育利用時間 料金（月額／単位　円）

１８：００～１８：３０ ３，０００

１８：００～１９：００ ５，５００

・定期利用者(19:00迄契約者）以外の利用者に関しては１８：３０に
夕補食代（１回１００円）が別途かかります。

延長保育利用時間

１６：３０～１９：００ １２，５００

１６：３０～１７：００

副 食 提 供

電子解除カードキー入退室用ICカード
入園時に無償貸与し、退園時に返却していただきますが、紛失などにより返却がで
きない場合には実費でご負担いただきます。1枚１,000円(税別)

０７：３０～０８：３０ ５，５００

主 食 提 供

そ の 他

支 払 方 法 　市に直接納付する保育料を除き、すべて口座振替となります。

１６：３０～１７：３０ ５，５００

１６：３０～１８：００ ７，５００

１６：３０～１８：３０

・上記時間以上の特別延長利用：３０分につき４５０円×回数
・定期利用者（19：00迄契約者）以外の利用者に関しては１８：３０に

夕補食代（１回１００円）が別途かかります。

　　　短時間認定延長保育料
●前月申請に限り月額料金、
月内での回数から月額への変更
不可

０７：００～０８：３０

０８：００～０８：３０

３，０００

１０，０００

延 長 保 育 時 間

利 用 料 （ 利 用 者 負 担 ）

（３）　保育短時間認定に関する最大保育時間（８時間）
（基本的に保育を実施する時間は保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間内とする。）

・上記時間以上ならびに申請のない園児の特別延長利用：
３０分につき４５０円×回数

保護者が居住する市町村が定める利用料

月曜日から金曜日の保育時間（８時間）

土 曜 日 の 保 育 時 間 （ ８ 時 間 ）

料金（月額／単位　円）

１０，０００

３，０００

　月額　　５，０００円

　月額　　１，５００円 給食が必要ない月がある場合には事前に
申し出て下さい。申し出があった場合に限
り請求致しません。



【直近の変更箇所】

７　虐待等の禁止
本園では、園長が責任者となって、園児の人権を擁護し、虐待の防止等を図ります。
そのために必要な研修を行います。また、虐待が疑われる場合は、保護者との連携を密にするとともに、
必要に応じて関係機関に通報することがあります。

８　非常災害対策・緊急時における対応
入園時配布書類（保育中における災害時の対応について）を参考にしてください。

９　研修の受講状況

（相模原市ステップアップ研修、乳児保育研修、地域子育て支援研修、乳児救急法研修等）

１０　賠償責任保険の加入状況
以下の保険に加入しています。

１１　事業停止命令又は施設閉鎖命令

１２ 苦情相談受付先

保育園内、園外保育での事故

保険金額 1名につき年額　365円（予定/R5年度実績）

命令の有無 該当なし

Ｒ 5 年 4 月 1 日 変 更 変更前 変更後

主 食 提 供 　月額　　１，０００円

備考
本委員会の相談受付は、
平日（月曜日～金曜日）の午前９時～午後５時までです。

名弥 かながわ福祉サ－ビス運営適正化委員会

所在地
〒221-0825
横浜市神奈川区反町３丁目17-2

苦情相談受付

電話番号   ０４５-３１１-８８６１

ＦＡＸ   ０４５-３１２-６３０２

電子メ－ル   ｔekisei@knsyk.jp

　月額　　１，５００円

副 食 提 供 　月額　　４，５００円 　月額　　５，０００円

園内研修、保育指針対応の園内外研修、園外研修への計画的な参加

保険の種類 日本スポーツ振興センター　児童災害共済

保険の内容



保育園名 相模原市認可保育所　　ナーサリースクールＴ＆Ｙこもれびの森

所在地 神奈川県　相模原市　南区　西大沼　三丁目５－８

施設長 氏名　重田　伸子

①重要事項説明書別表に記載された保育に必要な経費を徴収すること。

　　　年　　　月　　　日

保  護  者   住   所：
　児    童    氏   名：
　保  護  者  氏  名： 印 （署名でも可）
　児童から見た続柄：

②お子さんが、小学校に入学する場合、また幼稚園、認定子ども園、保育所、その他地域型保育事
業若しくは地域子ども・子育て支援事業を利用する場合に、貴施設における情報を必要範囲内で提
供すること。

同　　意　　書

ナーサリースクールＴ＆Ｙこもれびの森における保育・教育の提供を開始するにあたり、書面に基づき
重要事項の説明を行いました。

　私は、書面に基づいてナーサリースクールＴ＆Ｙこもれびの森の利用にあたっての重要事項の説明
を受け、同意しました。


